
認定制度を活用した医師少数区域等勤務推進事業補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、県内の医師不足が深刻な医師少数区域及び医師少数スポット（医療

法（昭和23年法律第205号。以下「法」という。）第30条の４第６項に規定する区域及

び法第30条の４第２項第14号に規定する区域（法第30条の４第６項に規定する区域を除

く。）内の区域であって、医師の確保を特に図るべきものとして知事が定めたもの。以

下「医師少数区域等」という。）での勤務を促し、医師偏在の解消を図るため、厚生労

働大臣が、法第７条に規定する臨床研修等修了医師の申請に基づき、医師少数区域等に

おける医療の提供に関する知見を有するために必要な経験を有するものであることを

認定した医師を支援する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、

補助金等交付規則（昭和34年長野県規則第９号）に定めのあるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

 

（交付対象事業者等） 

第２条 この要綱において、「交付対象事業者」とは、市町村（一部事務組合を含む。）、地

方独立行政法人、国立大学法人信州大学、独立行政法人国立病院機構、日本赤十字社、

長野県厚生農業協同組合連合会、医療法人及びその他知事が適当と認める者をいう。 

２ この要綱において、「支援対象医師」とは、法第５条の２第１項の認定を受けた医師

で、原則として同一の医師少数区域等所在病院又は診療所に、週32時間以上（育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号）

の規定に基づき短時間勤務を行っている場合は、原則として週30時間以上）勤務するも

のをいう。 

 

（交付の対象） 

第３条 交付の対象は、交付対象事業者が、県内の医師少数区域等に所在する病院又は診

療所において、支援対象医師に対して、以下の各号に掲げる経費を支援する事業とする。 

(1) 医師少数区域等で必要な医療等を学ぶための研修受講に必要な研修受講料及び旅費 

(2) 医師少数区域等で必要な医療等を学ぶための新たな専門書購入に必要な図書購入費

（支援対象医師のために必要な図書を病院又は診療所において購入する場合を含む。） 

(3) 専門領域のレベル維持のために他病院等で実績を積むために必要な旅費 

 

（交付額の算定方法） 

第４条 補助金の交付の額は、次により算出された額とする。ただし、算出された額に 1,000

円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

(1) 別表の第１欄に定める種目ごとに、第２欄に定める基準額と第３欄に定める対象経

費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。 

(2) 前号の規定により選定された額の合計額と総事業費から寄付金その他の収入額を控

除した額とを比較して、少ない方の額とする。 



（交付申請等） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、認定制度を活用した医師少数区域等勤務推

進事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、知事に申請するも

のとする。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 所要額調書（様式第３号） 

(3) 所要額明細書（様式第４号） 

(4) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認めて指示した書類 

２ 前項の書類の提出期限は、別に定める。 

 

（交付の条件） 

第６条 補助金の交付の条件は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 補助事業の内容について、次に掲げる変更をしようとするときは、速やかに知事の

承認を受けること。 

  ア 補助金額の変更をしようとするとき。ただし、変更前の補助金額の２割以内の減

額にとどまるときはこの限りではない。 

  イ 補助事業の事業費の２割を超えて増減しようとするとき。 

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業の遂行が困難とな

ったときは、速やかに知事の承認を受けること。 

(3) 補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、これを事業年度終了後５年間保管し

ておくこと。 

(4) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）は、

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により速やかに、遅くとも補助事業

完了日の属する年度の翌年度３月 31 日までに知事に報告しなければならない。なお、

補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であっ

て、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税

及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づ

き報告を行うこと。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、

当該仕入控除税額を県に納入しなければならない。 

(5) この補助金に係る対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。 

 

（変更申請等） 

第７条 前条の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定め

る書類を提出して行うものとする。 

(1) 補助事業の内容の変更をしようとするとき 

 認定制度を活用した医師少数区域等勤務推進事業変更承認申請書（様式第５号） 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 

 認定制度を活用した医師少数区域等勤務推進事業中止（廃止）承認申請書（様式第

６号） 



（事前着手） 

第８条 補助事業は、交付決定前に着手することはできないものとする。ただし、知事が

やむを得ない事由があると認めた場合は、この限りではない。 

２ 前項ただし書きに該当する場合は、認定制度を活用した医師少数区域等勤務推進事業

事前着手届（様式第７号）を知事へ提出するものとする。 

 

（実績報告） 

第９条 この補助金の実績報告は、認定制度を活用した医師少数区域等勤務推進事業実績

報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添えて、知事に提出するものとする。 

(1) 事業報告書（様式第９号） 

(2) 所要額精算書（様式第 10 号） 

(3) 所要額明細書（様式第 11 号） 

(4) その他参考となる書類 

２ 前項の書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して 15 日を経過した日又は

交付決定のあった日の属する年度の翌年度の４月 10 日のいずれか早い日とする。 

 

（交付の請求） 

第 10 条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、認

定制度を活用した医師少数区域等勤務推進事業補助金交付請求書（様式第 12 号）を知

事に提出するものとする。 

 

（補則） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和２年度の補助金から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  別表 

１ 種目 ２ 基準額 ３ 対象経費 

研修受講経費（第３

条第１号に定める経

費） 

支援対象医師１人当たり 

次により算出された額 

(1) 研修受講料 

   10,000 円×勤務月数 

(2) 旅費 

   県内 2,000 円×勤務月数 

   県外 12,000 円×勤務月数 

旅費 

雑役務費（研修受講料） 

 

専門書購入経費（第

３条第２号に定める

経費） 

支援対象医師１人当たり 

54,000 円 

備品費（図書） 

他病院勤務経費（第

３条第３号に定める

経費） 

支援対象医師１人当たり 

 県内 4,000 円×勤務月数 

 県外 24,000 円×勤務月数 

旅費 

 


